
 

 

カントク跡地の取組について（その１） 

Ⅰ 辻堂駅周辺地区まちづくり方針の位置づけ及びまちづくり方針（案）について 

■辻堂駅周辺地区まちづくり方針の位置づけ 

・ 「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」、「ふじさわ総合計画２０２０基本計画」などに基
づき、上位計画の見直しが行われるまでの期間、辻堂駅周辺地区都市再生事業をまちづくり
として誘導していくための指針として「辻堂駅周辺地区まちづくり方針」を位置づける。 

 
・ ＜まちづくり方針の役割＞ 
 

① 辻堂駅周辺地区において、大規模工場跡地の土地利用転換を誘導し、基盤整備を進
め、都市再生に資するまちづくりを進めていくための指針。 

② 辻堂駅周辺地区において、産業関連機能、広域連携機能、複合都市機能等の多様な
機能を持つ都市拠点を形成するまちづくりを進めていくための指針。 

③ 市民・企業・行政が協働認識のもとにまちづくりを進めていくための指針。 
④ 辻堂駅周辺地区におけるまちづくりにおいて、都市計画を進めていくための指針。 
⑤ 民間の創意工夫を活かしつつ、段階的まちづくりに一貫性を持たせながら、調和の

とれたまちづくりを誘導していくための指針 
⑥ 導入機能・企業等の誘致の基本的考え方を示す指針。 

 
・ <まちづくり方針の位置づけ> 
 
 

平成１７年６月藤沢市議会定例会 
建設常任委員会提出資料 

○整備の目標 
湘南地域に位置するＪＲ辻堂駅周辺地域において、駅に面する大規模工場跡地の土地利用転換
等により後背地の大学や工場との連携を活かし、多様な機能を持つ都市拠点を形成 

＜都市再生緊急整備地域の地域整備方針＞

 
●ふじさわ総合計画 
・整備、開発及び保全の方針 
・都市再開発方針       （今後、充実を図る）
・市町村マスタープランなど 

 
● 

＜上位計画＞ 

景観法・藤沢市
都市景観条例 
１．景観・アー
バンデザイン
等の継続的な
ルールづくり 

辻堂駅周辺地区まちづくり方針 
(藤沢市) 
・まちづくりを誘導していく指針
・都市再生推進の指針 
・まちづくりにおいて都市計画を
進めていくための指針 

まちづくりガイドライン策定 
(藤沢市・地権者) 
・地区全体調和のとれた美しい街
並みやアーバンデザインの誘導

都市計画手続き 
１．駅前広場・地区内幹線道路・近隣
公園など都市施設の計画決定及び
変更 
２．土地区画整理事業区域の都市計画
変更 
３．地区計画(再開発等促進区)の都市
計画決定 
・地区計画の整備方針 
・具体的な開発計画が明らかになっ
た時点で段階的に地区計画の地
区整備計画を迅速に定める 



 

 

 

 

 

カントク跡地の取組について（その２） 

 

 

Ⅱ 辻堂駅周辺地区の都市計画概要（案）及び都市再生事業フレーム等について 

平成１７年６月藤沢市議会定例会 
建設常任委員会提出資料 



都市計画道路ネットワーク図都市計画道路ネットワーク図

１



都市計画施設概要（案）位置図都市計画施設概要（案）位置図

２



辻堂土地区画整理事業新旧対照図辻堂土地区画整理事業新旧対照図

３



都市計画道路標準断面図（案）都市計画道路標準断面図（案）
※本資料は現在関係機関と協議を行っているものです。

４



※本資料は現在関係機関と協議を行っているものです。

都市計画決定・変更の概要（案）都市計画決定・変更の概要（案）

５



■辻堂駅周辺地区
都市再生事業スケジュール

　都市再生緊急整備地域の指
定を踏まえ、スピードと迅速
性を持って、官民協働で都市
再生事業を推進するために、
平成17年内にまちづくりに
必要な都市計画手続きを終了
することを目標とします。
　また、平成18年度から都
市再生事業に着手し、平成
20年度には一部まち開きを
目指します。

都市再生事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ都市再生事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ

６



 

７ 

７．都市再生事業フレーム（案） 
 
・ 都市再生緊急整備地域の地域整備方針等に基づき、広域的な都市拠点を
形成していくためには、辻堂駅周辺地区の都市再生を適切に誘導してい
く必要があります。 

・ 都市再生にあたっては、民間活力を活かしながら官・民が協働して、早
期の市街地整備を図るために、多様な整備手法や支援制度を活用して都
市基盤施設等の整備を進めていく必要があります。 

・ 辻堂駅周辺地区のまちづくりにあたっては、カントク跡地を中心に４つ
の整備ゾーンを想定し、それぞれのエリア毎に多様な整備手法や補助制
度等を活用していく必要があります。 

 
① カントク跡地を中心とした区画整理事業エリア（約２５ha） 
カントク跡地を中心とした区画整理事業エリア、約２５haの面的整
備、都市基盤施設整備等にあたっては、土地区画整理事業の導入を予
定し、街路事業の補助金、住宅市街地総合整備事業（住市総）補助金
などの導入を検討しています。 
なお、区画整理事業における現時点での公共減歩率は約２３％、保
留地減歩率は約８％で、公共保留地合算減歩率として約３１％を想定
しています。（現在、地権者と検討している状況にあり、概算事業費等
の動向により、今後変更が生じます。） 

 
② 開発区域外の都市計画道路整備エリア 
開発区域と国道１号及び藤沢羽鳥線を結ぶ道路整備にあたっては、
街路事業の補助金等の導入を検討しています。 

 
③ ＪＲ辻堂駅機能強化エリア 
駅南北自由通路の拡幅整備や既存ホームの拡幅整備、西口改札口の
改良などにあたっては、ＪＲ東日本と藤沢市、茅ヶ崎市が協力して事
業に取り組む方向で検討を進めております。 

 
④ 駅南口広場周辺エリア 
駅南口広場周辺の建築物の機能更新時期を捉え、民間活力を基本と
して再開発を誘導し、駅南北自由通路拡幅や整備計画との連携を図り
ながら、南口広場の改修や南北歩行者デッキの整備を進めていきます。 
デッキ整備にあたっては、補助金の確保に向けて検討を進めてまい
ります。 

 
※現在、関係機関や地権者等と検討しているフレームであり、決定され
たものではありません。 


